
▼
期
日

５
月
２
日
（
日
）、

▼
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
２

時▼
集
合
場
所

赤
城
深
山
キ
ャ

ン
プ
場
駐
車
場
（
赤
城
村
北
赤

城
山
）

▼
内
容

県
指
定
天
然
記
念
物

の
ヒ
メ
ギ
フ
チ
ョ
ウ
を
観
察
し

ま
す
。

▼
対
象
者

小
・
中
・
高
校
生

と
そ
の
保
護
者

▼
費
用

無
料

▼
持
参
品

昼
食
、
筆
記
用
具
、

雨
具
、
動
き
や
す
い
服
装

▼
参
加
方
法

当
日
、
直
接
集

合
場
所
に
お
越
し
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ

県
庁
自
然
環

境
課
1
０
２
７
―
２
２
６
―
２

８
７
２
　

労
働
保
険
は
、
業
務
上
の
事

由
や
通
勤
に
よ
る
負
傷
・
疾
病

な
ど
に
対
し
給
付
を
行
う
「
労

災
保
険
」
と
、
労
働
者
が
失
業

し
た
と
き
に
一
定
の
給
付
を
行

う
「
雇
用
保
険
」
か
ら
成
っ
て

い
ま
す
。

労
働
保
険
の
申
告
・
納
付
の

手
続
き
が
遅
れ
る
と
保
険
制
度

の
運
営
に
支
障
を
来
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
手
続
き
を
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ

群
馬
労
働
局

労
働
保
険
徴
収
室
1
０
２
７
―

２
１
０
―
５
０
０
１

村
で
は
、
現
在
昭
和
の
森

（
有
）
で
管
理
運
営
を
行
っ
て
い

る
「
昭
和
の
森
ゴ
ル
フ
場
・
山

荘
」
の
指
定
管
理
者
（
管
理
運

営
団
体
）
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象
施
設

昭
和
の
森
ゴ
ル

フ
場
・
山
荘

▼
所
在
地

大
字
川
額
３
５
７

３
―
４
、
３
７
１
６
―
４
３
１

▼
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

施

設
の
運
営
、
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と
、
ほ
か

▼
指
定
期
間

平
成
16
年
７
月

１
日
〜
平
成
19
年
３
月
31
日

▼
募
集
対
象
団
体

村
内
に
事

業
所
を
有
す
る
民
間
法
人
等
の

団
体

▼
募
集
要
項
の
配
布

上
記
担

当
に
て
配
布

▼
応
募
方
法

所
定
の
申
請
書

に
必
要
書
類
を
添
え
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限

平
成
16
年
５
月

10
日
（
月
）、
午
後
５
時

▼
審
査

提
出
書
類
・
面
接
に

よ
り
審
査
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ

役
場
企
画
課

1
２
４
―
５
１
１
１

６
月
１
日
現
在
で
、
事
業

所
・
企
業
統
計
調
査
、
商
業
統

計
調
査
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
基
本

調
査
の
３
つ
の
調
査
が
全
国
一

斉
に
１
枚
の
調
査
票
で
同
時
に

実
施
さ
れ
ま
す
。
調
査
の
対
象

は
、
全
国
の
す
べ
て
の
民
営
事

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

モ
ロ
コ
シ
山(

赤
城
キ
ャ
ン

プ
場)

で
自
然
観
察
会

◆
県
自
然
環
境
課

▼
催
し
も
の

昭
和
の
森
ゴ
ル
フ
場
・
山

荘
の
指
定
管
理
者
の
公
募

◆
役
場
企
画
課

1 8

16年度の「狂犬病予防注

射と犬の登録」を行います。

生後３か月以上の犬は、必

ず接種させてください。

■手数料 新規登録6,400

円、登録済み3,300円

■注意事項 ①愛犬パスポー

トと送付されたハガキを必ず

持参してください。②手数料

はおつりのいらないようご用

意ください。

■問い合わせ 役場住民課

124－５１１１（内線22）

事
業
所
・
企
業
統
計
調
査

等
に
ご
協
力
を

◆
県
統
計
課

公民館の図書室では、毎月

第１・３土曜日を開放日にし

ています。

皆さん、お気軽にご利用く

ださい。

◆期日 ４月17日（土）

５月１日（土）

15日（土）

◆時間 午前10時～午後２時

◆特集 ４月　新撰組

５月　若き作家たち

第１・３土曜日は
公民館の図書室へ狂犬病の予防注射を行います

5
17
(月)

永井住民センター
入 原 公 民 館
川額集落センター
地域活性化センター
三ツ谷住民センター
生越住民センター
旧糸之瀬農協貝野瀬支所
東 小 学 校 前
保 健 セ ン タ ー
松ノ木平第２住民センター
板 戸 集 出 荷 所
松ノ木平第1集会所
赤 城 原 区 民 館
赤谷住民センター
山 村 婦 人 の 家
赤城北麓土地改良区

場　　　所 時　間
9 :00～ 9 :30
9 :40～10:10
10:20～11:00
11:10～11:50
13:10～13:40
9 :30～10:00
10:10～10:50
11:00～11:50
13:10～13:40
9 :10～ 9 :30
9 :40～10:00
10:10～10:30
10:40～11:10
11:20～11:50
13:10～14:00
14:10～14:40

期日

5
18
(火)

5
19
(水)

労
働
保
険
の
年
度
更
新
は

５
月
20
日
ま
で
で
す

◆
群
馬
労
働
局

▼
お
知
ら
せ



3

そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど

でお悩みの人は、ご相談ください。

村人権擁護委員が相談に応じま

す。◆日時：５月７日（金）、午

後１時30分～４時、◆会場：役

場会議室。

高血圧や糖尿病などでお悩みの

人は、ご相談ください。役場保健

師が相談を受けます。◆日時：４

月23日（金）、午後１時～４時、

◆場所：村保健センター1２４－

５１４２。

「眠れない」、「イライラして落

ちつかない」など、心に悩みを持

つ人はご相談ください。専門家が

相談に応じます。◆日時：５月７

日（金）、午後１時30分～（事前

に電話予約を）、◆会場：沼田保健

福祉事務所1２３－２１８５。

パートナーからの暴力やさまざ

まな悩みを持っている女性の相談

や支援を行います。◆日時：平日

午前９時～午後８時、土日祝日午

後１時～５時◆相談専用電話1０

２７－２３１－４４８８

交通事故の賠償や保険請求、示

談などでお困りの人は、相談くだ

さい。専門員が相談に応じます。

◆日時：平日午前９時～正午、午

後１時～５時◆前橋自動車保険請

求相談センター1０２７－２２

３－２３１６

国民健康保険税１期、介護保

険料１期は４月30日（金）が納

期です。完納にご協力ください。

今・月・の・納・期

交通事故相談

こころの健康相談

女性相談センター

健康相談

特設人権相談所

1 9

険
物
を
一
定
量
以
上
貯
蔵
し
た

り
、
取
り
扱
う
許
可
施
設
で
は
、

「
危
険
物
取
扱
者
免
状
取
得
者
」

の
資
格
が
必
要
で
す
。

▼
試
験
日

６
月
27
日
（
日
）

▼
試
験
の
種
類

甲
種
、
乙
種
、

丙
種

▼
会
場

渋
川
工
業
高
等
学
校
、

前
橋
工
業
高
等
学
校
他

▼
受
験
料

甲
種
５
、
０
０
０

円
、
乙
種
３
、
４
０
０
円
、
丙

種
２
、
７
０
０
円

▼
願
書
受
付
期
間

５
月
10
日

（
月
）
〜
19
日
（
水
）

▼
願
書
配
布
・
受
付
場
所

中

央
消
防
署

▼
そ
の
他

受
験
希
望
者
は
６

月
８
日
（
火
）
の
準
備
講
習
会

を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

希
望
者
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

中
央
消
防
署

1
２
４
―
１
７
３
４

業
所
で
す
。

５
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
各

事
業
所
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

４
月
１
日
に
食
糧
法
の
一
部

が
改
正
さ
れ
、
米
穀
の
出
荷
・

販
売
の
事
業
を
行
う
人
は
、
事

業
開
始
前
に
農
林
水
産
大
臣
へ

の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

▼
対
象

年
間
20
精
米
ト
ン
以

上
の
米
穀
の
出
荷
ま
た
は
販
売

を
行
う
人

▼
届
出
期
間

４
月
１
日
か
ら

随
時

▼
届
出
先

所
定
の
届
出
用
紙

を
群
馬
農
政
事
務
所
へ
提
出

▼
問
い
合
わ
せ

関
東
農
政
局

群
馬
農
政
事
務
所
1
０
２
７
―

２
２
１
―
１
１
８
１

毎
年
５
月
に
沼
田
市
に
お
い

て
「
こ
ど
も
の
日
」
に
ち
な
み

「
子
ど
も
の
た
め
の
人
権
相
談

所
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

５
月
17
日
（
月
）、
午

後
１
時
〜
３
時

▼
会
場

沼
田
市
役
所
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
３
階
相
談
室

▼
相
談
料

無
料

▼
問
い
合
わ
せ

前
橋
地
方
法

務
局
沼
田
支
局
1
２
２
―
２
５

１
８ガ

ソ
リ
ン
・
灯
油
な
ど
の
危

危
険
物
取
扱
者
試
験
を

実
施
し
ま
す

◆
中
央
消
防
署

「
子
ど
も
の
た
め
の
人
権

相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す

◆
沼
田
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

おまわりさんからのお知らせ

非行防止は家庭から
非行問題などは、家庭、学校、

地域が一体となって取り組むこ

とが重要です。

なかでも家庭は、子どもたち

の心のよりどころです。強さと

やさしさを持った「しつけ」は

子どもたちの未来のためにとて

も大切なことです。そのために

も、次のことを心がけましょう。

◎子どもと語り合う時間を持

ちましょう、◎子どもの前で、

社会ルールに違反することはや

めましょう、◎子どもに善悪の

区別をきちんと教えましょう。

米
の
出
荷
・
販
売
を

行
う
人
は
届
出
が
必
要
で
す

◆
県
農
業
経
済
課


